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（証券コード９５０５）

平成２６年６月５日

株　主　各　位
富 山 市 牛 島 町 １５ 番 １ 号

北陸電力株式会社
取締役会長　永　原　　　功

第９０回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて，第９０回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので，ご出席くだ
さいますようお願い申しあげます。
　なお，当日ご出席願えない場合には，後記の「株主総会参考書類」をご検討
くださいまして，以下のいずれかの方法により，平成２６年６月２５日（水曜日）
午後５時までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

［書面による議決権行使の場合］
　同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ，上記の行使期限までに
到着するようご返送ください。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使サイト（http : //www. web５４. net）にアクセスしていただき，
同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」を
ご使用のうえ，画面の案内にしたがって，上記の行使期限までに各議案に対する賛否を
ご入力ください。
　インターネットによる議決権行使に際しましては，３頁の「インターネットによる議決
権行使のご案内」を必ずご確認くださいますようお願い申しあげます。
　なお，書面とインターネットにより，二重に議決権を行使された場合は，インターネット
によるものを有効な議決権行使とし，インターネットによって複数回数にわたり議決権を
行使された場合は，最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただき
ます。

敬　具　
記

１．　日　　　時　　平成２６年６月２６日（木曜日）午前１０時
２．　場　　　所　　富山市牛島町１５番１号
　　　　　　　　　北電ビル　２階大ホール

　当日ご出席の際は，お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に
ご提出くださいますようお願い申しあげます。
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３．　会議の目的事項

　　報 告 事 項　　１．�第９０期（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）事業報告，連結計算書類

ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類

監査結果報告の件

　　　　　　　　　２．第９０期（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）計算書類報告の件

　　決 議 事 項
　　　＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

　　　　第１号議案　剰余金処分の件
　　　　第２号議案　取締役１１名選任の件
　　　　第３号議案　監査役１名選任の件
　　　＜株主提案（第４号議案から第８号議案まで）＞

　　　　第４号議案　定款一部変更の件（１）
　　　　第５号議案　定款一部変更の件（２）
　　　　第６号議案　定款一部変更の件（３）
　　　　第７号議案　定款一部変更の件（４）
　　　　第８号議案　定款一部変更の件（５）

　　　�上記各号議案の内容等は，後記の「株主総会参考書類」に記載してあ
ります。

　　　　以　上　

添付書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合は，インターネット
上の当社ホームページ（http : //www. rikuden. co. jp/）に掲載してお知
らせいたします。

��
�

��

�



− 2 − − 3 −

インターネットによる議決権行使のご案内

　インターネットにより議決権を行使される場合は，下記事項をご了承のうえ，ご行使
くださいますようお願い申しあげます。

記

１．�インターネットによる議決権行使は，パソコンまたは携帯電話を用いて，会社の指定
する以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

【議決権行使サイトURL】　http : //www. web５４. net
２．�インターネットにより議決権を行使される場合は，同封の議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」および「パスワード」をご使用のうえ，画面の案内にしたがっ
て，各議案に対する賛否をご入力ください。

３．�インターネットによる議決権行使は，平成２６年６月２５日（水曜日）午後５時まで受付
いたしますが，議決権行使結果の集計の都合上，お早めにご行使くださいますよう
お願いいたします。

４．�議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者へ
の通信料金（電話料金等）は株主さまのご負担となります。

【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】

議決権行使サイトをご利用いただくためには，次のシステム環境が必要です。
　①インターネットにアクセスできること。
　②�パソコンを用いて議決権を行使される場合は，インターネット閲覧（ブラウザ）ソフ
トウェアとして，Internet Explorer ５．０１� SP２以上を使用できること。

　③�携帯電話を用いて議決権を行使される場合は，使用する機種が，１２８bit SSL通信（暗
号化通信）が可能な機種であること。

　　�（セキュリティ確保のため，１２８bit SSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応し
ておりますので，一部の機種ではご利用できません。）
※Internet ExplorerはMicrosoft Corporationの登録商標です。

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】
インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては，以下にお問い合わせ
くださいますようお願い申しあげます。

株主名簿管理人　三井住友信託銀行株式会社　証券代行ウェブサポート
　（専用ダイヤル）　 ０１２０−６５２−０３１（午前９時〜午後９時）
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（添付書類）

事 業 報 告

（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）

Ⅰ　企業集団の事業の概況
　１　事業の経過および成果

　　�　当期の我が国経済は，円高是正による輸出の増加や内需の拡大を背景として，

生産や雇用情勢に改善傾向がみられるなど，緩やかな回復が続きました。期の

全体を通して住宅投資が増加したほか，期の後半には，消費税率引き上げ前の

駆け込み需要の影響もあり，個人消費が増加傾向となりました。北陸地域に

おいても同様の状況で推移いたしました。

　　�　このような経済情勢のもと，当年度の連結収支につきましては，売上高

（営業収益）は，電気事業において販売電力量はほぼ前年度なみだったものの，

再生可能エネルギー発電促進賦課金や交付金の増加などから前年度に比べ

１７１億円増の５，０９６億円となり，これに営業外収益を加えた経常収益は１７７億円

増の５，１３３億円となりました。

　　�　また，経常利益は，電気事業において豊水による水力発電量の増加はあった

ものの，石炭火力発電所の定期点検日数が前年に比べ多かったことにより，

石油火力の発電量が増加し，燃料費が増加した一方で，設備関連費の減少に

加え，経費全般にわたる効率化に努めたことなどから，前年度に比べ８１億円増

の９８億円となりました。これに，渇水準備金を引き当て，法人税等を計上した

結果，当期純利益は前年度に比べ２４億円増の２５億円となりました。

　　�　事業別の業績は次のとおりであります。

　　［電気事業］

　　�　当年度の販売電力量につきましては，電灯は，冬季の気温が前年を上回った

ことなどによる冷暖房需要の減少などから，前年度を下回りました。業務用は，

ほぼ前年度なみとなりました。産業用その他は，大口電力で機械などが増加した

ことなどから，前年度を上回りました。
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　　�　この結果，販売電力量は２８０億７８百万キロワット時（うち特定規模需要

１８３億３２百万キロワット時）となり，ほぼ前年度なみとなりました。

　　�　供給力につきましては，志賀原子力発電所１・２号機が引き続き運転できな

かったことから，厳しい状況となりました。

　　�　このため，お客さまに夏季および冬季の節電にご協力いただくとともに，

水力・火力発電所の補修時期を調整するなど供給面での諸対策を講じたことに

加え，出水率が１０４．９％と平年を上回った結果，供給を維持することができま

した。

　　�　収支につきましては，売上高は，販売電力量はほぼ前年度なみだったものの，

再生可能エネルギー発電促進賦課金や交付金の増加などから，前年度に比べ

１６１億円増の４，９３９億円となりました。

　　�　また，営業利益は，豊水による水力発電量の増加はあったものの，石炭火力

発電所の定期点検日数が前年に比べ多かったことにより，石油火力の発電量が

増加し，燃料費が増加した一方で，設備関連費の減少に加え，経費全般にわたる

効率化に努めたことなどから，前年度に比べ８１億円増の１５６億円となりました。

　　［その他の事業］

　　�　売上高は，請負工事等の受注の減少などから，前年度に比べ１１億円減の

４７６億円，営業費用は，前年度に比べ１０億円減の４３４億円となりました。この

結果，営業利益は前年度に比べ１億円減の４１億円となりました。

　　〈事業別の業績〉

売� 上� 高 営業費用 営業利益
金　額 増　減 金　額 増　減 金　額 増　減

億円 億円 億円 億円 億円 億円

電 気 事 業 ４，９３９ １６１ ４，７８２ ８０ １５６ ８１
その他の事業 ４７６ △　１１ ４３４ △ １０ ４１ △　１

計 ５，４１５ １５０ ５，２１７ ７０ １９８ ７９
内部取引消去 △３１９ − △３１９ − ０ −
連 結 ５，０９６ １７１ ４，８９７ ９０ １９８ ８０
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　２　対処すべき課題

⑴　対処すべき課題，経営の基本方針および経営戦略

　国内の原子力発電所が全て停止しており，全国的に非常に厳しい需給状況

が続いております。また，これに伴い燃料費が増加し，電力各社だけでなく，

我が国にとって非常に大きな損失となっております。

　一方，電力システム改革については，平成２７年４月の電力広域的運営推進

機関の業務開始が決まり，また，平成２８年度には小売全面自由化が予定され

ております。

　このような経営環境の中，北陸電力グループは，以下の経営方針のもと，

まずは志賀原子力発電所の敷地内シーム等に関する審査に的確に対応すると

ともに，安全対策を着実に実施し，早期再稼働に向け全力を傾注してまいり

ます。また，低廉で良質なエネルギーを安定的にお届けするという社会的

使命を果たすべく，電力需給の安定をはじめとする諸課題にもしっかりと

対処してまいります。

　加えて，電力システム改革への準備も着実に進め，コスト低減に努めると

ともにサービスや業務品質などあらゆる点において競争力を高めていく所存

です。

　新たな競争環境に向け，これらの取組みを着実に進めることにより，北陸

地域の更なる発展とともに歩む「皆さまから信頼され選択される北陸電力

グループ」を目指してまいります。

１．電力の安定供給を守り抜く�

　　供給安定性，経済性に優れ，発電時にCO２を排出しないことから，ベー

スロード電源として今後も引き続き重要な役割を担う原子力の安全強化に

徹底して取り組むとともに，敷地内シーム等に関する審査や新規制基準

適合性審査に的確に対応し，早期再稼働を目指してまいります。��

　　また，電力需給安定化に向けた需給両面の取組みや設備保守管理の確実

な実施により，電力の安定供給を守るため，最大限努めてまいります。

２．更なる効率化に挑戦し，競争力を高めていく

　安全最優先を前提とした更なる経営効率化に挑戦し，低廉な料金で電気
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をお客さまにお届けし続けるとともに，小売全面自由化に向け，サービス

や業務品質などあらゆる点において競争力を高めていきます。

　また，卸電力取引所の活用や，社会のニーズに応えるグループ事業の

展開により，収益拡大を図ってまいります。

３．個人・組織の能力を最大限発揮する

　　安定供給や更なる効率化，電力システム改革に向けた課題等に確実に

対処するため，個人・組織が能力を最大限発揮できる環境を整備してまい

ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　また，グループの持続的成長に向け，業務品質向上や人材育成などにも

引き続き注力いたします。

４．地域社会から信頼いただく

　　グループ従業員一人ひとりが，あらゆる機会を通じ，原子力の安全対策

をはじめとする当社グループの取組みについて，お客さまや地域の皆さま

との双方向対話活動を展開するとともに，地域との協働による活性化に

取り組むことにより，地域社会から信頼いただけるよう努めてまいります。

⑵　目標とする経営指標

　原子力発電所の再稼働時期が見通せないなど，経営環境が不透明であるこ

とから，利益目標などの経営指標は設定しておりませんが，これまでの経営

効率化の取組みを継続し更なるコスト低減に努めるとともに，電力の安定

供給を守り抜くため，以下の経営指標を設定しております。

　＜良質で環境にやさしい電力の安定供給＞

　　・お客さま一戸あたり停電回数：０．２３回／年� 程度

　（経営効率化の主な取組み）

　　・競争発注の拡大継続による資材調達価格の低減　

　　・火力発電所定期点検の工程・内容の見直し等による燃料費の低減

　　・人件費・諸経費の抑制

　　・供給余力を最大限活用した卸電力取引所への販売
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　３　設備投資の状況
　　⑴　当年度における設備投資額

区　分 投　資　額
電 気 事 業 ６１８　　　���
その他の事業 ３１　　　
合 計 ６４９　　　

　　⑵　当年度における主な建設中の設備
設備別 名　　　　　称 概　　　　　　要 運転開始予定年月

発　電 北 又 ダ ム 発 電 所 河川維持流量発電
出力　１３０キロワット 平成２６年１１月

発　電 片 貝 別 又 発 電 所 出力　４，４００キロワット 平 成２８年 度

変　電 敦 賀 火 力 発 電 所

連絡用変圧器
　電圧　２７万５千ボルト
　容量　２０万キロボルトアンペア

　　（増設）

平成２７年５月

　４　資金調達の状況　
　　⑴　社　債

発　行　額 償　還　額
７００億円 ４００億円

　　（注）発行額はすべて国内普通社債であります。

　　⑵　長期借入金
借　入　額 返　済　額
７００億円 ４３１億円

　　⑶　短期借入金
　当年度における短期借入金の総借入額と総返済額を差し引きした結果，３億円の
純増となりました。

　　

億円
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　５　財産および損益の状況の推移

区　　　　　分 平成２２年度
（第８７期）

平成２３年度
（第８８期）

平成２４年度
（第８９期）

平成２５年度
（当期）（第９０期）

売 上 高（億円）
（営 業 収 益） ４，９４１ ４，９５１ ４，９２４ ５，０９６

経 常 利 益（億円） ３５６ １０ １７ ９８

当期純利益（億円） １９０ △５２ ０ ２５

１株当たり当期純利益 ８９円９９銭 △２５円３２銭 ０円４７銭 １２円０５銭

総 資 産（億円） １３，８１１ １３，８５９ １３，９５９ １４，４０１

Ⅱ　企業集団および当社の概況（平成２６年３月３１日現在）
　１　企業集団の主要な事業内容

　　　電気事業（供給区域：富山県，石川県，福井県（一部を除く），岐阜県の一部）

　２　企業集団の主要な事業所等
　　⑴　当社の主要な事業所および発電所

本 店（富山市）
地域共生本部（金沢市）
原 子 力 本 部（石川県志賀町）
支 店 富山支店（富山市），石川支店（金沢市），福井支店（福井市）

支 社 高岡支社（高岡市），魚津支社（魚津市），七尾支社（七尾市），
小松支社（小松市），丹南支社（越前市），東京支社（東京都港区）

営 業 所 供給区域内６か所

水 力 発 電 所

（出力　８万）キロワット以上

神通川第一発電所　（富山市）
和田川第二発電所　（富山市）
手取川第二発電所　（白山市）
有峰第一発電所　　（富山市）
有峰第二発電所　　（富山市）

火 力 発 電 所

（出力　２５万）キロワット以上

富山火力発電所　　（富山市）
福井火力発電所　　（坂井市）
富山新港火力発電所（射水市）
敦賀火力発電所　　（敦賀市）
七尾大田火力発電所（七尾市）

原子力発電所 志賀原子力発電所　（石川県志賀町）
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　　⑵　子会社等の本店

【連結子会社】

日本海発電株式会社　　　　　　　　　（富山市）

北陸発電工事株式会社　　　　　　　　（富山市）

北電テクノサービス株式会社　　　　　（富山市）

日本海コンクリート工業株式会社　　　（富山市）

北陸通信ネットワーク株式会社　　　　（金沢市）

北電産業株式会社　　　　　　　　　　（富山市）

北電情報システムサービス株式会社　　（富山市）

株式会社北陸電力リビングサービス　　（富山市）

北電パートナーサービス株式会社　　　（富山市）

日本海環境サービス株式会社　　　　　（富山市）

北電技術コンサルタント株式会社　　　（富山市）

【持分法適用関連会社】

北陸電気工事株式会社　　　　　　　　（富山市）

株式会社ケーブルテレビ富山　　　　　（富山市）

　３　企業集団の従業員の状況

区　分 従業員数（前年度末比増減）

電 気 事 業 ４，８５３名（　２５６名増加）

その他の事業 ２，２８４名（　　５０名増加）

合 計 ７，１３７名（　�３０６名増加）

（注）当年度から，期間を定めて雇用している契約社員を従業員対象に含めて記載しており
ます。
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　４　重要な子会社等の状況

会　　　　社　　　　名 資 本 金 当 社 の
出資比率 主 要 な 事 業 内 容

【連結子会社】　
日 本 海 発 電 株 式 会 社

百万円

７，３５０　

％

１００．０　 電気の卸供給

北 陸 発 電 工 事 株 式 会 社 ９５ １００．０ 火力・原子力発電設備に関す
る工事

北電テクノサービス株式会社 ５０ １００．０ 水力発電・変電設備の保守

日本海コンクリート工業株式会社 　１５０ ８０．０ コンクリートポール・パイル
の製造・販売

北陸通信ネットワーク株式会社 ６，０００ １００．０ 専用通信回線サービス，デー
タ伝送回線サービス

北 電 産 業 株 式 会 社 １００ １００．０ 不動産の賃貸・管理，人材派
遣，リース

北電情報システムサービス株式会社 ５０ １００．０ ソフトウェアの開発・保守

株式会社北陸電力リビングサービス ５０ １００．０ 電気機器等の普及・補修　

北電パートナーサービス株式会社 ２０ １００．０ 電力設備の保守，電力関連施
設の運営

日本海環境サービス株式会社 ５０ １００．０ 環境調査，環境緑化

北電技術コンサルタント株式会社 ５０ １００．０ 土木・建築工事の調査・設
計・監理

【持分法適用関連会社】
北 陸 電 気 工 事 株 式 会 社 ３，３２８ ２８．３ 電気工事

株式会社ケーブルテレビ富山 ２，０１０ １３．４ 有線テレビ放送サービス
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　５　企業集団の主要な借入先

借　　入　　先 借入金残高

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 ６２５
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 ６０６
株式会社日本政策投資銀行 ４９５
株 式 会 社 北 陸 銀 行 ４８１
株 式 会 社 北 國 銀 行 ２９０
明治安田生命保険相互会社 ２６５
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 １５０
株 式 会 社 福 井 銀 行 １４７
三 井 生 命 保 険 株 式 会 社 １３０
株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 １２０

　６　当社の株式の状況
　　⑴　発行可能株式総数　　　　　４億株
　　⑵　発行済株式総数　　　　　　２億１，０３３万３，６９４株
　　⑶　株　主　数　　　　　　　　９万５，３３３名
　　⑷　大　株　主

株　　　　主　　　　名 持 株 数
お よ び 出 資 比 率

富 山 県 １１，２７０ ５．４

株 式 会 社 北 陸 銀 行 ７，７００ ３．７

北 陸 電 力 従 業 員 持 株 会 ６，９９１ ３．３

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 ６，６８３ ３．２

株 式 会 社 北 國 銀 行 ６，０００ ２．９
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信 託 口） ４，６０１ ２．２
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信 託 口） ４，０８０ ２．０

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 ３，３４１ １．６
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社
（ 退 職 給 付 信 託　 北 陸 銀 行 口 ） ２，６６５ １．３

株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 ２，５９０ １．２

（注）出資比率は自己株式を控除して計算しております。

億円

千株 ％
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　　⑸　自己株式の取得，処分および保有

取 得 ま た は
処 分 の 株 数

取 得 ま た は
処分価額の総額

単元未満株式の買取り請求による取得 １１，９６０ ��１６

単元未満株式の買増し請求による処分 １，５０４ ���２

決算期における保有株式 １，５０９，５１５ �����−

　　（注）上表における株式は全て普通株式であります。

　７　当社の役員に関する事項
　　⑴　取締役および監査役の氏名等

氏　　名 地 位 お よ び 担 当 重要な兼職の状況

永　原　　　功 ※取締役会長

北陸経済連合会会長
とやま医療健康システム株式会社取締役社長
株式会社カターレ富山取締役会長
一般財団法人北陸産業活性化センター会長

久 和　　 進 ※取締役社長
富山経済同友会代表幹事
黒部川電力株式会社取締役

堀　　　祐　一 ※取締役副社長

三　鍋　光　昭 ※取締役副社長 富山共同自家発電株式会社取締役社長

金　井　　　豊
※取締役副社長
　地域共生本部長
　原子力本部長

近　谷　雅　人 　常務取締役
　営業本部長

赤 丸 準 一 　常務取締役

矢 野 　 　 茂 　常務取締役
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氏　　名 地 位 お よ び 担 当 重要な兼職の状況

堀 田 正 之 　常務取締役

西　野　彰　純� 　常務取締役　原子力本部副本部長

長谷川　俊　行 　常務取締役 北電テクノサービス株式会社取締役社長

高　桑　幸　一 　常勤監査役

淤 見 隆 昌 　常勤監査役

犬　島　伸一郎 　監　 査 　役

深　山　　　彬 　監　 査 　役
金沢商工会議所会頭
石川県公安委員長

川 田 達 男 　監　 査 　役

セーレン株式会社取締役会長兼社長兼最高執行
責任者兼最高経営責任者
KBセーレン株式会社取締役会長
Seiren U.S.A. Corporation取締役社長
福井商工会議所会頭

（注）　１　※印は代表取締役であります。
　　　２　監査役� 犬島伸一郎，同� 深山　彬，同� 川田達男は，社外監査役であります。

３　�当社は，監査役� 深山　彬が会頭を務める金沢商工会議所の会館建設に対し，協
力金を負担しております。

　　　４　当期中における取締役の異動は次のとおりであります。

平成２５年６月２６日 取締役副社長� 本林敏功，常務取締役� 荒井行雄が退任

平成２５年６月２６日 西野彰純，長谷川俊行が取締役に就任

平成２５年６月２６日
常務取締役� 金井　豊が取締役副社長に，取締役� 西野彰純，
同� 長谷川俊行が常務取締役にそれぞれ就任

５　�常勤監査役� 淤見隆昌は，当社の経理部長を経験し，財務および会計に関する相
当程度の知見を有するものであります。
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　⑵　取締役および監査役に対する報酬等　
　　　取締役　１３名　３８３百万円
　　　監査役　�５名　�７０百万円（うち社外監査役　３名　１７百万円）

　　　（注）　１　�上記には，第８９回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名
を含めております。

　　　　　　２　�当年度（平成２５年度）に係る役員賞与については，支給しないこととい
たしました。

　　　　　　３　株主総会決議による報酬限度額
　　　　　　　　　取締役　月額　４２百万円
　　　　　　　　　監査役　月額　�８百万円

　⑶　社外監査役に関する事項
　　①当年度における主な活動状況

氏　名 取締役会出席状況（出席率） 監査役会出席状況（出席率）

犬　島　伸一郎 ９３％ ９１％

深　山　　　彬 ９３％ ９１％

川　田　達　男 １００％ １００％

　　　�　上記出席状況のもと，各社外監査役は，取締役会および監査役会における議論の
中で，企業経営者としての経験と識見等を活かして有益な発言をしております。

　　②他の株式会社の社外役員兼任状況
　　　ａ．�犬島伸一郎氏は，トナミホールディングス株式会社およびコーセル株式会社の

社外監査役を兼任しております。　
　　　ｂ．深山　彬氏は，澁谷工業株式会社の社外監査役を兼任しております。
　　　ｃ．�川田達男氏は，株式会社ほくほくフィナンシャルグループの社外監査役を兼任

しております。
　　　（注）上記社外役員兼任先と当社との間には，開示すべき関係はありません。



− 16 − − 17 −

Ⅲ　会計監査人の状況
　１　会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

　２　当年度に係る会計監査人の報酬等の額
⑴　当社および子会社が支払うべき報酬等の額の合計額
　　　５３百万円
⑵　⑴の合計額のうち，当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額の合計額
　　　４２百万円

　３　非監査業務の内容
�　当社は，会計監査人に対して，公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務であ
る燃料価格変動のリスク回避取引の管理体制整備に係る助言業務についての対価を
支払っております。

　４　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
�　当該会計監査人が，会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合等，会計
監査人が継続してその職責を遂行する上で重要な疑義を抱く事象が発生した場合に
は，その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行います。

Ⅳ　業務の適正を確保するための体制

「業務の適正を確保するための体制の整備」

　当社は，電気事業者として，安全最優先の徹底と法令等や企業倫理遵守のもと，効率的かつ公正・
透明な事業活動を展開するため，業務の適正を確保するための体制の維持・改善に努めていく。
　当社は，「隠さない風土」のもとで，この取組みを通じ業務品質の向上に努め，お客さまを
はじめ皆さまから「信頼され選択される北陸電力グループ」を目指していく。

１．取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　・�取締役は，企業活動における法令等の遵守を明示した「行動規範」を定め，これを率先して
実践するとともに，従業員がこれを遵守するよう適切に指導・監督を行う。

　・�取締役会は，原則として月１回，また必要に応じて開催し，法令及び定款に従い重要な業務
執行に関する意思決定を行うとともに，取締役から職務執行の状況について報告を受け，取
締役の職務執行を監督する。

２．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制　
　・�取締役は，取締役会議事録をはじめ，決裁文書等，取締役の職務執行に関する情報について，
保存期間等の管理方法及び情報セキュリティ対策を明示した社内規則を定め，適切に管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　・�取締役は，自然災害，原子力災害その他当社の財産，社会的信頼等に重大な影響を与える事
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象に対し，これに迅速かつ的確に対応するため，「非常災害対策規程」「志賀原子力発電所原
子力事業者防災業務計画（規程）」「危機管理規程」等の社内規則にその対応手順や体制等を
定める。また，各部所は，取締役の指揮のもと，定期的に訓練・教育等を実施し，事象発生
時の迅速な復旧，被害拡大防止等の対応に備える。

　・�取締役は，不確実性に伴う経営リスクについて，適宜把握・評価のうえ，取締役会にて毎年
度策定する経営計画等の諸計画に反映するとともに，必要に応じて，組織の整備や全社横断
的な委員会等を設置し，適切に対応する。

４．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
　・�取締役会への付議事項を含む重要事項については，原則として週１回開催する常務会及びそ
の他の会議体において適宜審議する等，効率的な業務運営に努める。

　・�取締役は，指揮命令系統及び各職位の責任・権限並びに業務手続きを社内規則において明確
化するとともに，情報システムの活用により，迅速かつ適切な意思決定及び効率的な職務執
行を図る。

５．従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　・�社長を委員長とし，社外有識者を委員に含む「コンプライアンス推進委員会」を中心として，
「行動規範」の周知徹底を図る等，コンプライアンスの全社的活動を推進するとともに，コ
ンプライアンス上の問題を社内外から受け付ける企業倫理情報窓口（ホイッスル北電）の適
切な運用を図る。また，反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては，全社をあげて毅
然として対応する。

　・�取締役は，設備の保安活動にあたり，法令等の遵守が確実に行われるための体制・仕組みを
社内規則に定め，適切な運用を図る。

　・�取締役は，財務報告の信頼性を確保するための体制・仕組みを社内規則に定め，適切な運用
を図る。

　・�取締役は，社内規則の制定及び契約書の締結にあたり，法務部門が法令等との整合を審査す
る仕組みを社内規則に定め，適切な運用を図る。

　・�内部監査部門は，法令等の遵守状況，その他従業員の職務執行の状況を把握し，その改善を
図るため，定期的又は必要に応じて監査を実施し，その結果を常務会等に報告する。取締役は，
監査結果を踏まえ，適切な対応を図る。

６．北陸電力グループにおける業務の適正を確保するための体制
　・�取締役は，北陸電力グループとして目指すべき基本的方向性及び経営目標を「グループ経営
方針」として示し，グループ各社は，その達成を目指し取り組む。

　・�取締役は，「グループ会社運営規程」を定め，グループ各社の経営上の重要事項について，
事前協議を受ける体制を整備するほか，グループ経営協議会等を通じ，相互の緊密な連携を
図る。

　・�北陸電力グループ各社は，当社に準じて，法令遵守をはじめとする業務の適正を確保する体制・
仕組みを整備し，適切な運用を図る。

７．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　・�監査役の職務を補助する専任組織として監査役室を置き，必要な人員を配置するとともに，
その人事異動については監査役と事前協議を行う。

　・�取締役は，会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時は，直ちに監査役会に
報告する。また，取締役及び従業員は，職務執行の状況等について，監査役が報告を求めた
場合は，これに応じる。

　・�取締役は，監査役の常務会等の重要会議への出席及び決裁文書の閲覧等，監査役が必要に応
じ調査できる環境を整備する。

　・�取締役は，監査役との定期的な意見交換を通じて相互認識を深めるとともに，内部監査部門は，
監査役及びそのスタッフと緊密に連携し，監査役監査が効果的に行われるよう努める。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成２６年３月３１日現在）

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部
科　　　　　　� 目 金　　　額 科　　　　　　� 目 金　　　額

固 定 資 産 １，１６０，３５４ 固 定 負 債 ８９２，３４７

電気事業固定資産 ８６３，６６５ 社 債 ４３８，６３９

水 力 発 電 設 備 １１０，５６６ 長 期 借 入 金 ３３２，０６５

汽 力 発 電 設 備 １１２，８５９ 退 職 給 付 に 係 る 負 債 ２８，９０８

原 子 力 発 電 設 備 １９２，５５２ 使用済燃料再処理等引当金 １４，０６９

送 電 設 備 １６９，０１４ 使用済燃料再処理等準備引当金 ５，６４６

変 電 設 備 ８７，８９２ 資 産 除 去 債 務 ５４，０２４

配 電 設 備 １５０，８７３ そ の 他 １８，９９３

業 務 設 備 ３２，９１６ 流 動 負 債 ２０９，００５

その他の電気事業固定資産 ６，９９０ １年以内に期限到来の固定負債 １００，９２９

その他の固定資産 ２８，０２９ 短 期 借 入 金 １５，８２３

固 定 資 産 仮 勘 定 ３４，９５４ 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 ２５，２８８

建設仮勘定及び除却仮勘定 ３４，９５４ 未 払 税 金 ７，７９９

核 燃 料 ９９，８４４ そ の 他 ５９，１６４

装 荷 核 燃 料 ２６，２１９ 引 当 金 １３，９８５

加 工 中 等 核 燃 料 ７３，６２５ 渇 水 準 備 引 当 金 １３，９８５

投資その他の資産 １３３，８６０ 負 債 合 計 １，１１５，３３７

長 期 投 資 ６２，４６７

使用済燃料再処理等積立金 １３，３１２

退 職 給 付に 係る資 産 ９，４１４

繰 延 税 金 資 産 ３６，１４４ 株 主 資 本 ３１７，０９２

そ の 他 １２，５７８ 資 本 金 １１７，６４１

貸 倒 引 当 金（貸方） △　　�５５ 資 本 剰 余 金 ３３，９９３

流 動 資 産 ２７９，７９７ 利 益 剰 余 金 １６８，７５４

現 金 及 び 預 金 １８４，６６４ 自 己 株 式 △　３，２９７

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 ４２，６９７ その他の包括利益累計額 ７，７０５

た な 卸 資 産 ２４，３７７ その他有価証券評価差額金 ６，６２７

繰 延 税 金 資 産 ７，５９０ 退職給付に係る調整累計額 １，０７８

そ の 他 ２０，６３４ 少 数 株 主 持 分 １６

貸 倒 引 当 金（貸方） △　　１６７ 純 資 産 合 計 ３２４，８１４

合　　　　　　　　 計 １，４４０，１５１ 合　　　　　　　　 計 １，４４０，１５１

（単位：百万円）
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連 結 損 益 計 算 書

（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）
費 用 の 部 収 益 の 部

科　　　　　　� 目 金　　　額 科　　　　　　� 目 金　　　額

営 業 費 用 ４８９，７８２ 営 業 収 益 ５０９，６３８

電 気 事 業 営 業 費 用 ４７６，７７８ 電 気 事 業 営 業 収 益 ４９３，２９８

その他事業営業費用 １３，００３ その他事業営業収益 １６，３３９

営 業 利 益 （１９，８５５）

営 業 外 費 用 １３，６９２ 営 業 外 収 益 ３，７３３

支 払 利 息 １２，７６９ 受 取 配 当 金 ６７８

そ の 他 ９２３ 受 取 利 息 ６３１

持分法による投資利益 ６８６

そ の 他 １，７３７

当 期 経 常 費 用 合 計 ５０３，４７４ 当 期 経 常 収 益 合 計 ５１３，３７１

当 期 経 常 利 益 ９，８９６

渇水準備金引当又は取崩し ４，０８８

渇 水 準 備 金 引 当 ４，０８８

税金等調整前当期純利益 ５，８０７

法 人 税 等 ３，２７７

法 人 税 等 １，９６６

法 人 税 等 調 整 額 １，３１０

少数株主損益調整前当期純利益 ２，５３０

少 数 株 主 利 益 １４

当 期 純 利 益 ２，５１６

（単位：百万円）
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連結株主資本等変動計算書

（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）
株主資本 その他の包括利益累計額

少数株主
持　　分

純資産
合　計資本金 資　本

剰余金
利�　益
剰余金 自己株式 株主資本

合　　計

そ　の　他
有 価 証 券
評価差額金

退職給付に
係 る 調 整
累　計　額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 �１１７，６４１ ３３，９９３ １７６，６８１ △３，２８４ ３２５，０３１ ６，０１７ − ６，０１７ − ３３１，０４９

当連結会計年度変動額 �

　剰余金の配当 � △１０，４４１ △１０，４４１ △１０，４４１

　当期純利益 � ２，５１６ ２，５１６ ２，５１６

　自己株式の取得 � △　　１６ △　　１６ △　　１６

　自己株式の処分 � △　　１ ３ ２ ２

　株主資本以外の項目の
　当該連結会計年度変動額
　（純額）

� ６１０ １，０７８� １，６８８� １６� １，７０５

当連結会計年度変動額合計 �− − △７，９２６ △　　１３ △７，９３９ ６１０ １，０７８� １，６８８� １６� △ ６，２３４

当連結会計年度末残高 １１７，６４１ ３３，９９３ １６８，７５４ △３，２９７ ３１７，０９２ ６，６２７ １，０７８� ７，７０５� １６� ３２４，８１４

（単位：百万円）
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連　結　注　記　表

（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）
１　連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
　⑴　連結の範囲に関する事項
　　①　連結子会社の数　　１１社
　　②　連結子会社の名称
　　　�　日本海発電株式会社，北陸発電工事株式会社，北電テクノサービス株式会社，日本海コ

ンクリート工業株式会社，北陸通信ネットワーク株式会社，北電産業株式会社，北電情報
システムサービス株式会社，株式会社北陸電力リビングサービス，北電パートナーサービ
ス株式会社，日本海環境サービス株式会社，北電技術コンサルタント株式会社

　　③　連結の範囲から除外した子会社の名称
　　　�　株式会社パワー・アンド・ＩＴ，北陸電気商事株式会社，株式会社プリテック，株式会

社ジェスコ
　　　�　連結の範囲から除外した子会社は，事業内容，グループ内における取引高及び取引内容

ほか，総資産，売上高，当期純損益（持分に見合う額），利益剰余金（持分に見合う額）
等の規模からみて，これらを連結の範囲から除いても，連結計算書類に及ぼす影響に重要
性が乏しい。

　⑵　持分法の適用に関する事項
　　①　持分法適用関連会社の数　　２社
　　②　持分法適用関連会社の名称
　　　�　北陸電気工事株式会社，株式会社ケーブルテレビ富山
　　③　持分法を適用しない非連結子会社の名称
　　　�　株式会社パワー・アンド・ＩＴ，北陸電気商事株式会社，株式会社プリテック，株式会

社ジェスコ
　　④　持分法を適用しない関連会社の名称
　　　�　黒部川電力株式会社，富山共同自家発電株式会社，日本海建興株式会社，北陸計器工業

株式会社，北陸エナジス株式会社，北陸電機製造株式会社，北陸エルネス株式会社
　　　�　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は，事業内容，グループ内における取引

高及び取引内容ほか，当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）
等からみて，これらを持分法の対象から除いても，連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ
り，かつ全体としてもその影響に重要性が乏しい。

　⑶　会計処理基準に関する事項
　　①　重要な資産の評価基準及び評価方法
　　　（イ）　有価証券
　　　　　その他有価証券
　　　　　　時価のあるもの
　　　　　　　�当連結会計年度末の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し，売却原価は主として移動平均法により算定）
　　　　　　時価のないもの
　　　　　　　主として移動平均法による原価法
　　　（ロ）　デリバティブ
　　　　　時価法
　　　（ハ）　たな卸資産
　　　　�　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）
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　　②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　　　有形固定資産は主として定率法によっている。
　　　�　なお，有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資

産の費用計上方法は，その他連結計算書類の作成のための重要な事項に記載している。
　　③　重要な引当金の計上基準
　　　（イ）　使用済燃料再処理等引当金
　　　　�　原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用（以下，「再処理等費」

という。）に充てるため，「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の
積立て及び管理に関する法律」（平成１７年法律第４８号。以下，「再処理等積立金法」とい
う。）により経済産業大臣へ届け出た再処理等費の見積額に基づき，原子力発電所の運
転に伴い発生する使用済燃料のうち再処理を行う具体的な計画を有するものとして経済
産業大臣へ届け出た使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額（割引率１．５％）を計
上する方法によっている。

　　　　�　なお，平成１６年度末までに発生した使用済燃料に対応する再処理等費のうち，従来は
見積りができなかった再処理施設の廃止措置費用の計上など，平成１７年度の引当金計上
基準変更に伴い生じた差異（「電気事業会計規則の一部を改正する省令」（平成１７年経済
産業省令第９２号）附則第２条に定める金額）１２，６５３百万円については，平成１７年度から
１５年間にわたり毎連結会計年度均等額を計上していたが，平成２０年度に再処理等積立金
法の改正により再処理等費の見積額が減少したため，見直し後の引当金計上基準変更時
差異未計上残高９，７５２百万円について，平成２０年度から１２年間にわたり毎連結会計年度
均等の８１２百万円を計上している。当連結会計年度末における引当金計上基準変更時差
異未計上残高は４，８７６百万円である。

　　　　�　また，再処理等費に係る見積差異は，電気事業会計規則取扱要領第８１の規定により，
翌連結会計年度から具体的な再処理計画のある使用済燃料が発生する期間にわたり計上
することとしている。当連結会計年度末における未認識の見積差異は，１，９７７百万円と
なっている。

　　　（ロ）　使用済燃料再処理等準備引当金
　　　　�　原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料のうち具体的な計画を有しない使用済

燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため，使用済燃料単位当たりの再処理等費
用の現価相当額（割引率４．０％）に，対象となる使用済燃料発生数量を乗じる方法によ
り計上している。

　　④　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
　　　（イ）　退職給付に係る会計処理の方法
　　　 　退職給付見込額の期間帰属方法
　　　　　　�　退職給付債務の算定にあたり，退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に

帰属させる方法については，期間定額基準によっている。
　　　　　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　　　　　　�　過去勤務費用は，その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０

年）による定額法により費用処理している。
　　　　　　�　数理計算上の差異は，主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定率法により按分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処理することとしている。

　　　　（会計方針の変更）
　　　　�　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第２６号　平成２４年５月１７日。以下「退職

給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第２５号　平成２４年５月１７日。以下「退職給付適用指針」という。）を，当連結
会計年度末より適用し（ただし，退職給付会計基準第３５項本文及び退職給付適用指針第
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６７項本文に掲げられた定めを除く。），退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退
職給付に係る資産又は退職給付に係る負債として計上する方法に変更し，未認識数理計
算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る資産又は退職給付に係る負債に計
上した。

　　　　�　退職給付会計基準等の適用については，退職給付会計基準第３７項に定める経過的な取
扱いに従っており，当連結会計年度末において，当該変更に伴う影響額をその他の包括
利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減している。

　　　　�　この結果，当連結会計年度末において，退職給付に係る資産が３，０３６百万円，退職給付
に係る負債が１，４８０百万円計上されている。また，その他の包括利益累計額が１，０７８百万
円増加している。

　　　（ロ）　特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
　　　　�　有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の

費用計上方法は，「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第２１号　平成２０年３月３１日）第８項を適用し，「原子力発電施設解体引当金に関する省令」
（平成元年通商産業省令第３０号）の規定に基づき，原子力発電施設解体費の総見積額を
発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり，定額法により原子
力発電施設解体費として計上する方法によっている。

　　　　（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
　　　　�　有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の

費用計上方法は，「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第２１号　平成２０年３月３１日）第８項を適用し，「原子力発電施設解体引当金に関する省令」
（平成元年通商産業省令第３０号）の規定に基づき，原子力発電施設解体費の総見積額を
発電設備の見込運転期間にわたり，原子力の発電実績に応じて原子力発電施設解体費と
して計上する方法によっていたが，平成２５年１０月１日に「電気事業会計規則等の一部を
改正する省令」（平成２５年経済産業省令第５２号）が施行され，「原子力発電施設解体引当
金に関する省令」が改正されたことに伴い，同施行日以降は，見込運転期間に安全貯蔵
予定期間を加えた期間にわたり，定額法により原子力発電施設解体費として計上する方
法に変更している。この変更は有形固定資産等の費用配分方法の変更であり，会計上の
見積りの変更と区別することが困難なため，遡及適用は行わない。

　　　　�　これにより，従来の方法に比べて，当連結会計年度の営業利益，当期経常利益及び税
金等調整前当期純利益は，それぞれ１，８００百万円減少している。また，原子力発電設備
及び資産除去債務は，それぞれ１３，７９３百万円減少している。

　　　（ハ）　消費税等の会計処理
　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。

２　連結貸借対照表に関する注記
　⑴　担保資産及び担保付債務
　　（当　社）
　　　総財産を社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
　　　　社債（１年以内に償還すべき金額を含む）���������������������������������　� ５０８，６７５百万円　
　　　　株式会社日本政策投資銀行からの借入金（１年以内に返済すべき金額を含む）��
� ４５，８３５百万円　
　　　　金融商品に関する会計基準における経過措置が適用される�
　　　　債務履行引受契約により債務履行を委任した社債�　������������������������ ７２，１７０百万円　
　　（連結子会社）
　　　担保資産
　　　　電気事業固定資産���������������������������������������������������������� ８，３６８百万円　
　　　　その他の固定資産���������������������������������������������������������� ６，５８０百万円　
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　　　担保付債務
　　　　長期借入金（１年以内に返済すべき金額を含む）������������������������������ ３，４９４百万円　
　⑵　有形固定資産の減価償却累計額　　　　� 　２，４４２，０８０百万円　
　⑶　保証債務等
　　①　以下の会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務
　　　　　日本原燃株式会社� ３７，２１２百万円　
　　　　　日本原子力発電株式会社� １７，４９２百万円　
　　　　　株式会社パワー・アンド・ＩＴ��������������������������������������� １，３００百万円　
　　　　　従業員の住宅及び厚生資金借入����������������������������������������� １４，３４６百万円　
　　　　　　合　　計������������������　　　��������������������������������� ７０，３５１百万円　
　　②　以下の会社が発行する社債に対する保証債務
　　　　　日本原燃株式会社� １，４１４百万円　
　　③　社債の債務履行引受契約に係わる偶発債務
　　　�　以下は，金融商品に関する会計基準における経過措置が適用される債務履行引受契約に

より債務履行を委任したものである。
　　　　　北陸電力第２４５回国内普通社債�������������������������������� ２９，６７０百万円　
　　　　　北陸電力第２４８回国内普通社債�������������������������������� ２２，５００百万円　
　　　　　北陸電力第２５０回国内普通社債���������������������� ２０，０００百万円　
　　　　　　合　　計������������������　　　������������������� ７２，１７０百万円　
　　　　契約先別の偶発債務残高は以下のとおりである。
　　　　　株式会社みずほ銀行　　　　　　　　　　　　　　　　� ６２，１７０百万円　
　　　　　株式会社三菱東京UFJ銀行� １０，０００百万円　
　⑷　渇水準備引当金は，電気事業法第３６条に基づく引当金である。

３　連結株主資本等変動計算書に関する注記
　⑴　当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
　　　　普通株式� ２１０，３３３，６９４株　
　⑵　当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決　議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

平成２５年６月２６日
定時株主総会 普通株式 ５，２２０ ２５ 平成２５年３月３１日 平成２５年６月２７日

平成２５年１０月３０日
取締役会 普通株式 ５，２２０ ２５ 平成２５年９月３０日 平成２５年１１月２９日

計 １０，４４１

　⑶�　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち，配当の効力発生日が翌連結会計年度となる
もの

　　�　平成２６年６月２６日開催の定時株主総会の議案として，普通株式の配当に関する事項を次の
とおり提案する。

　　①　配当金の総額� ５，２２０百万円　
　　②　１株当たり配当額� ２５円　
　　③　基準日� 平成２６年３月３１日　
　　④　効力発生日� 平成２６年６月２７日　
　　　　なお，配当原資については利益剰余金を予定している。
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４　金融商品に関する注記
　⑴　金融商品の状況に関する事項
　　�　当社グループは，電気事業の運営上必要な資金を，社債発行及び金融機関からの借入れ等
により調達している。

　　�　長期投資（その他有価証券）は，主に株式であり，定期的に時価や発行体の財務及び事業
状況等を確認している。

　　�　使用済燃料再処理等積立金は，「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立
金の積立て及び管理に関する法律」（平成１７年法律第４８号）に基づき拠出した金銭であり，
経済産業大臣より通知された金額を，同法で指定された資金管理法人に積み立てている。

　　�　受取手形及び売掛金は，主に電灯料及び電力料であり，電気供給約款等に基づき，お客さ
まごとに期日及び残高管理を行っている。

　　�　有利子負債の殆どは，中長期的に利率が確定している社債や長期借入金で構成されている
ことから，市場金利の変動による業績への影響は限定的である。

　　�　デリバティブ取引は，為替相場等の変動リスクの回避あるいは資金調達コストの低減を図
る目的で行っており，短期的な売買差益の獲得や投機を目的とした取引は行っていない。取
引にあたっては，社内規程に基づき，信用度の高い金融機関を相手方として，通常業務から
発生する債権債務を対象に，執行箇所及び管理箇所を定め，代表取締役の承認を受けて行っ
ている。

　⑵　金融商品の時価等に関する事項
　　�　平成２６年３月３１日における連結貸借対照表計上額，時価及びこれらの差額については，以
下のとおりである。

　　�　なお，時価を把握することが極めて困難と認められるものは，含まれていない（（注）２参照）。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時　価
（百万円）

差　額
（百万円）

資産
①� 長期投資（その他有価証券） １５，７３９ １５，７３９ −
②� 使用済燃料再処理等積立金 １３，３１２ １３，３１２ −
③� 現金及び預金 １８４，６６４ １８４，６６４ −
④� 受取手形及び売掛金 ４２，６９７ ４２，６９７ −
負債
⑤� 社債　　　　� （※） ５０８，６３９ ５２６，９３１ １８，２９１
⑥� 長期借入金� （※） ３５８，８５６ ３７３，９６０ １５，１０３
⑦� 短期借入金 １５，８２３ １５，８２３ −
⑧� 支払手形及び買掛金 ２５，２８８ ２５，２８８ −

（※）連結貸借対照表上，「１年以内に期限到来の固定負債」として計上されているものが含まれている。

　（注）１　金融商品の時価の算定方法
　　　①　長期投資（その他有価証券）
　　　　　　時価は，取引所の価格によっている。
　　　②　使用済燃料再処理等積立金
　　　　　�　特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じる使用済燃料の再処理等を適正に実施す

るために「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管
理に関する法律」（平成１７年法律第４８号）に基づき拠出した金銭であり，取戻しにあたっ
ては，経済産業大臣が承認した使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関する計画に従
う必要がある。帳簿価額は，当連結会計年度末現在における当該計画の将来取戻し予
定額の現価相当額に基づいていることから，時価は当該帳簿価額によっている。
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　　　③　現金及び預金，ならびに　④　受取手形及び売掛金
　　　　　�　短期間で決済されるため，時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿価額に

よっている。
　　　⑤　社債
　　　　　�　時価は，市場価格のある社債は市場価格に基づき，市場価格のない社債は，元利金

の合計額を新規に同様の社債を発行した場合に想定される利率で割引く方法により算
定している。

　　　⑥　長期借入金
　　　　　�　時価は，元利金の合計額を新規に同様の調達を実施した場合に想定される利率で割

引く方法により算定している。
　　　⑦　短期借入金，ならびに　⑧　支払手形及び買掛金
　　　　　�　短期間で決済されるため，時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿価額に

よっている。
　（注）２�　非上場株式及び出資証券等（連結貸借対照表計上額４１，６１４百万円）は，市場価格がなく，

かつ，将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要すると見込まれる。し
たがって，時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため，「①長期投
資（その他有価証券）」には含まれていない。

５　１株当たり情報に関する注記
　⑴　１株当たり純資産額����� ����１，５５５円３７銭　
　⑵　１株当たり当期純利益������������������������ ����������������１２円０５銭　

６　その他の注記
　⑴�　連結計算書類の用語，様式及び作成方法については，｢会社計算規則｣（平成１８年法務省令
第１３号）に準拠し，「電気事業会計規則」（昭和４０年通商産業省令第５７号）に準じて作成して
いる。

　⑵　�原子力発電設備に関する電気事業会計規則の変更
　　�　平成２５年１０月１日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」（平成２５年経済産業省
令第５２号）（以下，「改正省令」という。）が施行され，「電気事業会計規則」が改正されたこ
とに伴い，同施行日以降は，原子力発電設備に原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の
運転を廃止した後も維持管理を要する固定資産を含めて整理することとなった。この変更は
改正省令の定めにより遡及適用は行わない。

　　�　なお，この変更に伴う影響はない。
　⑶　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　　�　平成２６年３月３１日に「所得税法等の一部を改正する法律」（平成２６年法律第１０号）が公布
され，平成２６年４月１日以後に開始する連結会計年度より復興特別法人税が課されないこと
となった。

　　�　これに伴い，当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債は，一時差異等の解消が見
込まれる連結会計年度に対応した改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算してい
る。

　　�　この結果，繰延税金資産の純額が８３６百万円減少し，退職給付に係る調整累計額が５百万円，
法人税等調整額（借方）が８４１百万円それぞれ増加している。
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貸　借　対　照　表

（平成２６年３月３１日現在）

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部

科　　　　　　� 目 金　　　額 科　　　　　　� 目 金　　　額

固 定 資 産 １，１３６，０２１ 固 定 負 債 ８８０，７７５
電気事業固定資産 ８５６，９１１ 社 債 ４３８，６３９
水 力 発 電 設 備 １０２，４０８ 長 期 借 入 金 ３２８，５４２
汽 力 発 電 設 備 １１３，２０４ 関 係 会 社 長 期 債 務 １２５
原 子 力 発 電 設 備 １９２，９７３ 退 職 給 付 引 当 金 ２１，３６４
内 燃 力 発 電 設 備 ４５ 使用済燃料再処理等引当金 １４，０６９
新エネルギー等発電設備 ３，０５６ 使用済燃料再処理等準備引当金 ５，６４６
送 電 設 備 １６９，８６４ 資 産 除 去 債 務 ５４，０２４
変 電 設 備 ８８，１７７ 雑 固 定 負 債 １８，３６２
配 電 設 備 １５４，１００ 流 動 負 債 ２１２，５９１
業 務 設 備 ３３，０２２ １年以内に期限到来の固定負債 １００，１１５
貸 付 設 備 ５７ 短 期 借 入 金 １５，０００

附帯事業固定資産 ２，９８３ 買 掛 金 ２１，８４２
事 業 外 固 定 資 産 ２，３４８ 未 払 金 １２，２８４
固 定 資 産 仮 勘 定 ３４，３３０ 未 払 費 用 ３９，８０３
建 設 仮 勘 定 ３４，２５８ 未 払 税 金 ６，４２０
除 却 仮 勘 定 ７１ 預 り 金 ３１４
核 燃 料 ９９，８４４ 関 係 会 社 短 期 債 務 １５，９７２
装 荷 核 燃 料 ２６，２１９ 諸 前 受 金 ８３４
加 工 中 等 核 燃 料 ７３，６２５ 雑 流 動 負 債 ２
投資その他の資産 １３９，６０３ 引 当 金 １３，９８５
長 期 投 資 ６２，０５２ 渇 水 準 備 引 当 金 １３，９８５
関 係 会 社 長 期 投 資 ２３，５４６ 負 債 合 計 １，１０７，３５２
使用済燃料再処理等積立金 １３，３１２
長 期 前 払 費 用 １，７８０
前 払 年 金 費 用 ６，３７７ 株 主 資 本 ２９４，００８
繰 延 税 金 資 産 ３２，５６０ 資 本 金 １１７，６４１
貸 倒 引 当 金（貸方） △　　２６ 資 本 剰 余 金 ３３，９９３

流 動 資 産 ２７１，９０３ 資 本 準 備 金 ３３，９９３
現 金 及 び 預 金 １８２，２０８ 利 益 剰 余 金 １４５，６７１
売 掛 金 ４０，６０１ 利 益 準 備 金 ２８，３８６
諸 未 収 入 金 １，７５５ そ の 他 利 益 剰 余 金 １１７，２８４
貯 蔵 品 ２３，２５４ 　海外投資等損失準備金 １１
前 払 費 用 ４，０２５ 　別 途 積 立 金 ７０，０００
関 係 会 社 短 期 債 権 ９４９ 　繰 越 利 益 剰 余 金 ４７，２７３
繰 延 税 金 資 産 ６，７５５ 自 己 株 式 △　３，２９７
雑 流 動 資 産 １２，５１７ 評価・換算差額等 ６，５６４
貸 倒 引 当 金（貸方） △　　１６４ その他有価証券評価差額金 ６，５６４

純 資 産 合 計 ３００，５７２

合　　　　　　　　 計 １，４０７，９２５ 合　　　　　　　　 計 １，４０７，９２５

（単位：百万円）
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損　益　計　算　書

（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）
費 用 の 部 収 益 の 部

科　　　　　　� 目 金　　　額 科　　　　　　� 目 金　　　額

営 業 費 用　　　　 ４７９，９８５ 営 業 収 益 ４９５，６８９
 電気事業営業費用　　 　 ４７９，０１９ 電気事業営業収益 ４９３，９４３
水 力 発 電 費 ２１，８１０ 電 灯 料 １６２，８２９
汽 力 発 電 費 ２０３，６３４ 電 力 料 ２７５，１９３
原 子 力 発 電 費 ４７，７８０ 地 帯 間 販 売 電 力 料 ３２，２０９
内 燃 力 発 電 費 ７１ 他 社 販 売 電 力 料 ９，７７８
新エネルギー等発電費 ４４７ 託 送 収 益 １，０４３
地 帯 間 購 入 電 力 料 ２，５２９ 事 業 者 間 精 算 収 益 ２８
他 社 購 入 電 力 料 ５１，８１８ 再 エ ネ 特 措 法 交 付 金 ８，７１８
送 電 費 ２７，１１７ 電 気 事 業 雑 収 益 ４，１３５
変 電 費 １７，９７５ 貸 付 設 備 収 益 ７
配 電 費 ３８，８２７
販 売 費 １４，２００
貸 付 設 備 費 ４
一 般 管 理 費 ２８，１１８
再 エ ネ 特 措 法 納 付 金 ８，５１６
電 源 開 発 促 進 税 １０，５４７
事 業 税 ５，６１８
電 力 費 振 替 勘 定（貸方） △　　　０
附帯事業営業費用 ９６６ 附帯事業営業収益 １，７４６
熱供給受託事業営業費用 ３６６ 熱供給受託事業営業収益 ７２０
設備貸付事業営業費用 ５９３ 設備貸付事業営業収益 １，０１２
その他附帯事業営業費用 ６ その他附帯事業営業収益 １２
営 業 利 益 （１５，７０３）
営　業　外　費　用 １３，４５８ 営 業 外 収 益 ５，１０２
財 務 費 用 １２，８８１ 財 務 収 益 ３，５６４
支 払 利 息 １２，６５４ 受 取 配 当 金 ２，９３７
社 債 発 行 費 ２２７ 受 取 利 息 ６２６
事 業 外 費 用 ５７６ 事 業 外 収 益 １，５３７
固 定 資 産 売 却 損 ８３ 固 定 資 産 売 却 益 １０
雑 損 失 ４９３ 雑 収 益 １，５２７

当期経常費用合計 ４９３，４４３ 当期経常収益合計 ５００，７９１
当 期 経 常 利 益 ７，３４７
渇水準備金引当又は取崩し ４，０８８
渇 水 準 備 金 引 当 ４，０８８

税引前当期純利益 ３，２５９
法 人 税 等 １，６３６
法 人 税 等 １１６
過 年 度 法 人 税 等 １６５
法 人 税 等 調 整 額 １，３５４
当 期 純 利 益 １，６２２

（単位：百万円）
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株主資本等変動計算書

（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）
株　主　資　本 評価・

換算差額等

純資産
合　計

資本金

資　本
剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計

そ の 他
有価証券
評価差額金資　本

準備金
利　益
準備金

その他利益剰余金

海外投資等
損失準備金

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当事業年度期首残高 １１７，６４１ ３３，９９３ ２８，３８６ ７ ８０，０００ ４６，０９７△３，２８４ ３０２，８４２ ５，９８６ ３０８，８２８

当事業年度変動額

　�海外投資等損失準備金
　の積立 ３ △　　３ − −

　��別途積立金の取崩 △１０，０００ １０，０００ − −

　�剰余金の配当 △１０，４４１ △１０，４４１ △１０，４４１

　�当期純利益 １，６２２ １，６２２ １，６２２

　�自己株式の取得 △　　１６△　　１６ △　　１６

　�自己株式の処分 △　　１ ３ ２ ２

　�株主資本以外の項目
の当該事業年度変動額
（純額）

５７７ ５７７

当事業年度変動額合計 − − − ３ △１０，０００ １，１７６△　　１３△８，８３３ ５７７ △８，２５６

当事業年度末残高 １１７，６４１ ３３，９９３ ２８，３８６ １１ ７０，０００ ４７，２７３△３，２９７ ２９４，００８ ６，５６４ ３００，５７２

（単位：百万円）
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個　別　注　記　表

（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで）
１　重要な会計方針に係る事項に関する注記
　⑴　資産の評価基準及び評価方法
　　①　有価証券
　　　（イ）　子会社株式及び関連会社株式
　　　　　移動平均法による原価法
　　　（ロ）　その他有価証券
　　　　　時価のあるもの
　　　　　　�当期末の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し，売

却原価は移動平均法により算定）
　　　　　時価のないもの
　　　　　　移動平均法による原価法
　　②　デリバティブ
　　　　時価法
　　③　たな卸資産
　　　　石炭，燃料油，バイオマス燃料及び一般貯蔵品
　　　　　�総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）
　⑵　固定資産の減価償却の方法
　　　有形固定資産は定率法によっている。
　　�　なお，有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産
の費用計上方法は，その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項に記載してい
る。

　⑶　引当金の計上基準
　　①　退職給付引当金
　　　�　従業員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上している。なお，当社の確定給付企業年金制度については，当期末における年
金資産が退職給付債務から未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を加減した額
を上回っているため，前払年金費用として計上している。

　　　（イ）　退職給付見込額の期間帰属方法
　　　　�　退職給付債務の算定にあたり，退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させ

る方法については，期間定額基準によっている。
　　　（ロ）　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
　　　　�　過去勤務費用は，その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）

による定額法により費用処理している。
　　　　�　数理計算上の差異は，各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（３年）による定率法により按分した額を，それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理している。

　　②　使用済燃料再処理等引当金
　　　�　原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用（以下，「再処理等費」と

いう。）に充てるため，「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立
て及び管理に関する法律」（平成１７年法律第４８号。以下，「再処理等積立金法」という。）に
より経済産業大臣へ届け出た再処理等費の見積額に基づき，原子力発電所の運転に伴い発
生する使用済燃料のうち再処理を行う具体的な計画を有するものとして経済産業大臣へ届
け出た使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額（割引率１．５％）を計上する方法によっ
ている。
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　　　�　なお，平成１６年度末までに発生した使用済燃料に対応する再処理等費のうち，従来は見
積りができなかった再処理施設の廃止措置費用の計上など，平成１７年度の引当金計上基準
変更に伴い生じた差異（「電気事業会計規則の一部を改正する省令」（平成１７年経済産業省
令第９２号）附則第２条に定める金額）１２，６５３百万円については，平成１７年度から１５年間に
わたり毎期均等額を計上していたが，平成２０年度に再処理等積立金法の改正により再処理
等費の見積額が減少したため，見直し後の引当金計上基準変更時差異未計上残高９，７５２百万
円について，平成２０年度から１２年間にわたり毎期均等の８１２百万円を計上している。当期
末における引当金計上基準変更時差異未計上残高は４，８７６百万円である。

　　　�　また，再処理等費に係る見積差異は，電気事業会計規則取扱要領第８１の規定により，翌期
から具体的な再処理計画のある使用済燃料が発生する期間にわたり計上することとしてい
る。当期末における未認識の見積差異は，１，９７７百万円となっている。

　　③　使用済燃料再処理等準備引当金
　　　�　原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料のうち具体的な計画を有しない使用済燃

料の再処理等の実施に要する費用に充てるため，使用済燃料単位当たりの再処理等費用の
現価相当額（割引率４．０％）に，対象となる使用済燃料発生数量を乗じる方法により計上
している。

　⑷　その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項
　　①　退職給付に係る会計処理
　　　�　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理

の方法は，連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
　　②　特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
　　　�　有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費

用計上方法は，「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２１
号　平成２０年３月３１日）第８項を適用し，「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（平
成元年通商産業省令第３０号）の規定に基づき，原子力発電施設解体費の総見積額を発電設
備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり，定額法により原子力発電施
設解体費として計上する方法によっている。

　　　（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
　　　�　有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費

用計上方法は，「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２１
号　平成２０年３月３１日）第８項を適用し，「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（平
成元年通商産業省令第３０号）の規定に基づき，原子力発電施設解体費の総見積額を発電設
備の見込運転期間にわたり，原子力の発電実績に応じて原子力発電施設解体費として計上
する方法によっていたが，平成２５年１０月１日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省
令」（平成２５年経済産業省令第５２号）が施行され，「原子力発電施設解体引当金に関する省令」
が改正されたことに伴い，同施行日以降は，見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期
間にわたり，定額法により原子力発電施設解体費として計上する方法に変更している。こ
の変更は有形固定資産等の費用配分方法の変更であり，会計上の見積りの変更と区別する
ことが困難なため，遡及適用は行わない。

　　　�　これにより，従来の方法に比べて，当期の営業利益，当期経常利益及び税引前当期純利
益は，それぞれ１，８００百万円減少している。また，原子力発電設備及び資産除去債務は，
それぞれ１３，７９３百万円減少している。

　　③　消費税等の会計処理
　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。

２　貸借対照表に関する注記
　⑴　担保資産及び担保付債務
　　　総財産を社債及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金の一般担保に供している。
　　　　社債（１年以内に償還すべき金額を含む）　　　　　� ５０８，６７５百万円　
　　　　株式会社日本政策投資銀行からの借入金（１年以内に返済すべき金額を含む）��
� ４５，８３５百万円　
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　　　　金融商品に関する会計基準における経過措置が適用される
　　　　債務履行引受契約により債務履行を委任した社債���������　　　� 　�７２，１７０百万円　
　⑵　有形固定資産の減価償却累計額　����������������������������������������� �２，３７８，２７０百万円　
　⑶　保証債務等
　　①　以下の会社の金融機関からの借入金に対する保証債務
　　　　　日本原燃株式会社������������������������������������������������������� ３７，２１２百万円　
　　　　　日本原子力発電株式会社������������������������������������������������� １７，４９２百万円　
　　　　　株式会社パワー・アンド・ＩＴ�����������������������������������������　� １，３００百万円　
　　　　　日本海発電株式会社　　　　　　　　　　　　　　　���� ４６２百万円　
　　　　　　合　　計����������������������������������� ５６，４６７百万円　
　　②　以下の会社が発行する社債に対する保証債務
　　　　　日本原燃株式会社�������������������������������������������������������� １，４１４百万円　
　　③　社債の債務履行引受契約に係わる偶発債務�
　　　�　以下は，金融商品に関する会計基準における経過措置が適用される債務履行引受契約に

より債務履行を委任したものである。
　　　　　第２４５回国内普通社債��������������������������������������������������� ２９，６７０百万円　
　　　　　第２４８回国内普通社債��������������������������������������������������� ２２，５００百万円　
　　　　　第２５０回国内普通社債��������������������������������������������������� ２０，０００百万円　
　　　　　　合　　計��������������������������������������������������������� ７２，１７０百万円　
　　　　契約先別の偶発債務残高は以下のとおりである。
　　　　　株式会社みずほ銀行　　　　　　����������������������������������������� ６２，１７０百万円　
　　　　　株式会社三菱東京UFJ銀行��������������������������������������������� １０，０００百万円　
　⑷　関係会社に対する金銭債権債務
　　　　長期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　� ８０８百万円　
　　　　短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ��９４９百万円　
　　　　長期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　　� �１２５百万円　
　　　　短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　� １６，３２３百万円　
　⑸　損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額
　　　　熱供給受託事業　　専用固定資産������������������ 　１，２０２百万円　
　　　　　　　　　　　　　他事業との共用固定資産の配賦額��������������� �１百万円　
　　　　　　　　　　　　　　合　　計��　� １，２０３百万円　
　　　　設備貸付事業　　　専用固定資産������������������������ ���１，７７０百万円　
　　　　　　　　　　　　　他事業との共用固定資産の配賦額��������� �����０百万円　
　　　　　　　　　　　　　　合　　計������������������������������������� １，７７１百万円　
　⑹　渇水準備引当金は，電気事業法第３６条に基づく引当金である。

３　損益計算書に関する注記
　⑴　関係会社との営業取引による取引高
　　　　費用　　　　　　　　　　　　　　� ４１，５０４百万円　
　　　　収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ��７４８百万円　
　⑵　関係会社との営業取引以外の取引高������� ３３１百万円　

４　株主資本等変動計算書に関する注記
　　　当期末における自己株式の種類及び総数　����
　　　　普通株式����������������� １，５０９，５１５株　
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５　税効果会計に関する注記
　　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　　　　繰延税金資産
　　　　　減価償却費損金算入限度超過額�　　　　　　　　　　　� 　　　　１１，９４３百万円　
　　　　　資産除去債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ９，６１４百万円　
　　　　　ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理費用　�　　　　　　　　� ４，８９０百万円　
　　　　　退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　� �４，６０４百万円　
　　　　　渇水準備引当金　　　　������　�　　　　　　　　� ４，２９６百万円　
　　　　　法人税法上の繰延資産損金算入限度超過額　　�　　　　　　� �２，６２９百万円　
　　　　　使用済燃料再処理等引当金及び使用済燃料再処理等準備引当金　� ２，２０５百万円　
　　　　　未払事業税　　　　　　　　　　　　　　　　�　　　� ８９１百万円　
　　　　　その他　　　�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� １４，７８７百万円　
　　　　　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ５５，８６２百万円　
　　　　　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� △５，９０２百万円　
　　　　　繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ４９，９５９百万円　
　　　　
　　　　繰延税金負債
　　　　　資産除去債務相当資産　　　　　　　　　　　　� △７，７５３百万円　
　　　　　その他有価証券評価差額金　　　　　　　　　　　� △ ２，８８５百万円　
　　　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� △　　 ４百万円　
　　　　　繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　　�　� △１０，６４４百万円　
　　　　　繰延税金資産の純額　　　　　　　　　　　　　　� ３９，３１５百万円　

　　（追加情報）
　　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　　�　平成２６年３月３１日に「所得税法等の一部を改正する法律」（平成２６年法律第１０号）が公布
され，平成２６年４月１日以後に開始する事業年度より復興特別法人税が課されないことと
なった。

　　�　これに伴い，当期の繰延税金資産及び繰延税金負債は，一時差異等の解消が見込まれる事
業年度に対応した改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算している。

　　�　この結果，繰延税金資産の純額が７７７百万円減少し，法人税等調整額（借方）が同額増加し
ている。

６　リースにより使用する固定資産に関する注記
　�　貸借対照表に計上した固定資産のほか，汽力発電設備の一部については，所有権移転外ファ
イナンス・リース契約により使用している。

７　１株当たり情報に関する注記
　⑴　１株当たり純資産額������������������������������������������������������������ １，４３９円３６銭　
　⑵　１株当たり当期純利益�������������������������������������������������������������� ７円７７銭　

８　その他の注記
　⑴�　「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」（平成２５年経済産業省令第５９号）により，
電気事業会計規則が改正されたため，当期の計算書類は，改正後の電気事業会計規則に基づ
いて作成している。

　⑵　原子力発電設備に関する電気事業会計規則の変更
　　�　平成２５年１０月１日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」（平成２５年経済産業省
令第５２号）（以下，「改正省令」という。）が施行され，「電気事業会計規則」が改正されたこ
とに伴い，同施行日以降は，原子力発電設備に原子炉の廃止に必要な固定資産及び原子炉の
運転を廃止した後も維持管理を要する固定資産を含めて整理することとなった。この変更は
改正省令の定めにより遡及適用は行わない。

　　　なお，この変更に伴う影響はない。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成２６年５月９日　　　

　北 陸 電 力 株 式 会 社
　　取締役会長　永　原　　　功　殿

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　白　羽　龍　三　㊞　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　西　川　正　房　㊞　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　安　田　康　宏　㊞　

　当監査法人は，会社法第４４４条第４項の規定に基づき，北陸電力株式会社の平成２５年
４月１日から平成２６年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類，すなわち，連結
貸借対照表，連結損益計算書，連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は，我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには，不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は，当監査法人が実施した監査に基づいて，独立の立場から連結
計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は，我が国において一般に
公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は，当監査法
人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に，監査計画を策定し，これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては，連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための
手続が実施される。監査手続は，当監査法人の判断により，不正又は誤謬による連
結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の
目的は，内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが，当監査法人は，
リスク評価の実施に際して，状況に応じた適切な監査手続を立案するために，連結計
算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また，監査には，経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は，意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。

監査意見
　当監査法人は，上記の連結計算書類が，我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して，北陸電力株式会社及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には，公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以　上　
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成２６年５月９日　　　

　北 陸 電 力 株 式 会 社
　　取締役会長　永　原　　　功　殿

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　白　羽　龍　三　㊞　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　西　川　正　房　㊞　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　安　田　康　宏　㊞　

　当監査法人は，会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき，北陸電力株式会社の平成
２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの第９０期事業年度の計算書類，すなわち，貸借
対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に
ついて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は，我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには，
不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は，当監査法人が実施した監査に基づいて，独立の立場から計算
書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は，我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準は，当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得るために，監査計画を策定し，これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては，計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を
入手するための手続が実施される。監査手続は，当監査法人の判断により，不正又は
誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。監査の目的は，内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが，当監査法人は，リスク評価の実施に際して，状況に応じた適切な監
査手続を立案するために，計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また，監査には，経営者が採用した会計方針及びその適用方
法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその
附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は，意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。

監査意見
　当監査法人は，上記の計算書類及びその附属明細書が，我が国において一般に公正
妥当と認められる企業会計の基準に準拠して，当該計算書類及びその附属明細書に係
る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には，公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以　上　



− 36 − − 37 −

監査役会の監査報告書 謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は，平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの第９０期事業年度の取締役の職務
の執行に関して，各監査役が作成した監査報告書に基づき，審議のうえ，本監査報告書を作成し，
以下のとおり報告いたします。
１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
　�　監査役会は，監査の方針，職務の分担等を定め，各監査役から監査の実施状況および結果に
ついて報告を受けるほか，取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け，必要に応じて説明を求めました。
　�　各監査役は，監査役会が定めた監査の方針，職務の分担等に従い，取締役，内部監査部門そ
の他の使用人と意思疎通を図り，情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに，取締
役会その他重要な会議に出席し，取締役および使用人からその職務の執行状況について報告を
受け，必要に応じて説明を求め，重要な決裁書類等を閲覧し，本店，支店，支社および主要な
事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また，事業報告に記載されている
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の
業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第１００条第１項および第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内
部統制システム）について，取締役および使用人からその構築および運用の状況について定期
的に報告を受け，必要に応じて説明を求めました。子会社については，子会社の取締役および
監査役等と意思疎通および情報の交換を図り，必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。以上の方法に基づき，当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について検討い
たしました。
　�　さらに，会計監査人が独立の立場を保持し，かつ，適正な監査を実施しているかを監視およ
び検証するとともに，会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け，必要に応じて
説明を求めました。また，会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年
１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け，必要に応じて説明を求め
ました。以上の方法に基づき，当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表，損益計算書，株主
資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借
対照表，連結損益計算書，連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたし
ました。
２．監査の結果
　⑴　事業報告等の監査結果
　　一�　事業報告およびその附属明細書は，法令および定款に従い，会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。
　　二�　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実

は認められません。
　　三�　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また，当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても，指摘
すべき事項は認められません。

　⑵　計算書類およびその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人� 新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
　⑶　連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人� 新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

　なお，志賀原子力発電所の安全対策の実施状況等を確認しておりますが，今後ともその取組状
況を注視してまいります。
　　平成２６年５月１６日

北陸電力株式会社　監査役会　　
　常　勤　監　査　役　高　桑　幸　一　㊞　
　常　勤　監　査　役　淤　見　隆　昌　㊞　
　監査役（社外監査役）　犬　島　伸一郎　㊞　
　監査役（社外監査役）　深　山　　　彬　㊞　
　監査役（社外監査役）　川　田　達　男　㊞

以　上　
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株主総会参考書類

議案および参考事項

　＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞

　　第１号議案から第３号議案までは，会社提案によるものであります。

　第１号議案　剰余金処分の件

　�　当社は，利益配分にあたりましては，安定配当を継続し，株主の皆さまにお応えし
ていくとともに，経営基盤の安定・強化に資するため，内部留保の充実を図っていく
ことを基本方針としております。

　�　事業報告でご報告いたしましたとおり，依然として厳しい経営環境が続いておりま
すが，上記方針に基づき，期末における配当金につきましては，昨年１１月にお支払い
いたしました中間配当金と同様に，１株につき２５円とさせていただきたいと存じます。

第９０期　期末配当に関する事項
　⑴　配当財産の種類　　金銭
　⑵　配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　　　　当社普通株式１株あたりの期末配当金　　　　　　�２５円　
　　　　期末配当金総額　　　　　　　　　　　５，２２０，６０４，４７５円　
　⑶　剰余金の配当が効力を生じる日　　　　 平成２６年６月２７日　
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　第２号議案　取締役１１名選任の件

　現任取締役１１名は，本総会終結の時をもって任期満了となりますので，取締役１１名の
選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

（五十音順，※印は新任候補者）

候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

１ 赤
あか

　丸
まる

　準
じゅん

　一
いち

（昭和３０年４月２４日生）

昭和５３年４月　当社入社
平成２１年６月　当社執行役員経営企画部部長
平成２３年６月　当社執行役員火力部担任
平成２４年６月　当社常務取締役（現在に至る）

１１，０００株

２
※

尾
お

　島
じま

　志
し

　朗
ろう

（昭和３２年６月１５日生）

昭和５６年４月　当社入社
平成２１年６月　当社支配人営業本部　営業部長
平成２４年６月　当社執行役員営業本部　営業部長（現在に至る）

４，５００株

３ 金
かな

　井
い

　　　豊
ゆたか

（昭和２９年１０月１９日生）

昭和５２年４月　当社入社
平成２２年６月　当社常務取締役　
平成２５年６月　当社取締役副社長（現在に至る）
　　　　　　　�当社地域共生本部長　原子力本部長委嘱
　　　　　　　（現在に至る）

１３，０５５株

４ 久
きゅう

　和
わ

　　　進
すすむ

（昭和２４年６月２２日生）

昭和４７年４月　当社入社
平成１５年６月　当社取締役
平成１６年６月　当社常務取締役
平成１９年６月　当社取締役副社長
平成２２年４月　当社取締役社長（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　富山経済同友会代表幹事
　黒部川電力株式会社取締役

５３，１０４株

５ 永
なが

　原
はら

　　　功
いさお

（昭和２３年６月１日生）

昭和４６年４月　当社入社
平成１３年６月　当社取締役
平成１５年６月　当社常務取締役
平成１６年６月　当社取締役副社長
平成１７年６月　当社取締役社長
平成２２年４月　当社取締役会長（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　北陸経済連合会会長
　とやま医療健康システム株式会社取締役社長
　株式会社カターレ富山取締役会長
　一般財団法人北陸産業活性化センター会長

６５，７５６株
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候補者
番　号

氏　　　　名
（生年月日）

略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株式の数

６ 西
にし

　野
の

　彰
あき

　純
ずみ

（昭和３０年４月２８日生）

昭和５４年４月　当社入社
平成２１年６月　当社執行役員原子力本部　志賀原子力発電所長
平成２５年６月　当社常務取締役（現在に至る）
　　　　　　　当社原子力本部副本部長委嘱（現在に至る）

８，３００株

７ 長
は

谷
せ

川
がわ

　俊
とし

　行
ゆき

（昭和３１年５月２９日生）

昭和５４年４月　当社入社
平成２０年６月　当社支配人電力流通部長
平成２３年６月　当社執行役員経営企画部部長
平成２３年６月　北電テクノサービス株式会社取締役社長
　　　　　　　（現在に至る）
平成２５年６月　当社常務取締役（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　北電テクノサービス株式会社取締役社長

９，５００株

８ 堀
ほり

　　　祐
ゆう

　一
いち

（昭和２７年６月１６日生）

昭和５１年４月　当社入社
平成１９年６月　当社常務取締役
平成２２年６月　当社取締役副社長（現在に至る）

２１，６７９株

９ 堀
ほり

　田
た

　正
まさ

　之
ゆき

（昭和３０年４月１３日生）

昭和５３年４月　当社入社
平成１９年７月　当社支配人人事労務部長
平成２３年６月　当社執行役員石川支店長
平成２４年６月　当社常務取締役（現在に至る）

１０，４１８株

１０ 三
み

　鍋
なべ

　光
みつ

　昭
あき

（昭和２８年９月１日生）

昭和５１年４月　当社入社
平成２１年６月　当社常務取締役
平成２４年６月　当社取締役副社長（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　富山共同自家発電株式会社取締役社長

２７，５００株

１１ 矢
や

　野
の

　　　茂
しげる

（昭和３２年８月２９日生）

昭和５５年４月　当社入社
平成２１年６月　当社執行役員経営企画部長
平成２４年６月　当社常務取締役（現在に至る）

１３，３１２株
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　第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役� 犬島伸一郎氏は本総会終結の時をもって辞任いたしますので，その補欠のため

監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　監査役候補者は次のとおりであります。

　なお，本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

（※印は新任候補者）

氏　　　　名
（生年月日）

略 歴， 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する
当� 社� の
株式の数

※

髙
たか

　木
ぎ

　繁
しげ

　雄
お

（昭和２３年４月２日生）

昭和４６年４月　株式会社北陸銀行入行
平成１０年６月　同行取締役
平成１４年６月　同行取締役頭取
平成１４年７月　�社団法人富山県銀行協会（現一般社団法人富山県銀行

協会）会長
平成１５年９月　�株式会社ほくぎんフィナンシャルグループ（現株式会

社ほくほくフィナンシャルグループ）取締役社長
平成２１年４月　富山経済同友会代表幹事
平成２５年６月　株式会社北陸銀行特別顧問（現在に至る）
平成２５年１１月　富山商工会議所会頭（現在に至る）
＜重要な兼職の状況＞
　富山商工会議所会頭
　富山県公安委員長
　日医工株式会社社外取締役
　セーレン株式会社社外監査役
　川田テクノロジーズ株式会社社外監査役

0株

（注）　１　髙木繁雄氏は，社外監査役候補者であります。
　　　２　�候補者� 髙木繁雄氏は，株式会社ほくほくフィナンシャルグループ取締役社長および

株式会社北陸銀行取締役頭取を経験されるなど，経営に関する幅広い知識・経験を有
しており，その企業経営者としての豊富な経験や識見を活かして，客観的な立場から
監査をして頂くため，社外監査役として選任をお願いするものであります。

　　　３　�候補者� 髙木繁雄氏が株式会社北陸銀行取締役頭取として在任中，同行におきまして
は，平成２４年１２月７日に北陸財務局より銀行法第２６条第１項に基づく業務改善命令を
受けました。内容は，デリバティブを始めとする金融商品の販売等に係る業務運営の
適切性を確保するため，経営管理態勢，内部管理態勢および法令等遵守態勢の充実・
強化を図ることでした。同氏は同行取締役頭取として日頃からコンプライアンスを経
営の重要課題の一つとして位置づけ，不正行為防止のための方策を役職員に徹底する
よう指示しておりましたが，その指示が全員に徹底されていなかったものです。当該
不祥事発生後は，全行的な法令等遵守意識の向上と相互牽制機能の充実・強化等の再
発防止策を講じて，内部監査態勢の強化および役職員の教育の充実等について指示す
るなど，その職責を果たしております。
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　＜株主提案（第４号議案から第８号議案まで）＞

　　第４号議案から第８号議案までは，株主提案によるものであります。

　　なお，提案株主（４８名）の議決権の数は，３３２個であります。

　第４号議案　定款一部変更の件（１）

○議案内容
　　第２条（目的）を以下のとおり改める。
　　《現行定款》
　　　　（目的）
　　　　第２条　本会社は，次の事業を営むことを目的とする。
　　　　　⑴　電気事業
　　《定款変更案》
　　　　（目的）
　　　　第２条　本会社は，次の事業を営むことを目的とする。
　　　　　⑴�　電気事業。ただし原子力発電は行わず，再生可能エネルギー等による

小規模分散型発電のネットワーク構築を目指す。
　　　　　（下波線部分は新設部分を示している。）
○提案理由
　�　福島原発事故で東京電力が経営破綻状態に陥った事実をみれば，原子力のリスク
の高さは明らかである。大事故の損害賠償や事故処理費用を考慮すれば，原子力発
電のコストは算定不能なほど高くなる。原発は停止中でも安全確保のため維持管理
費や安全対策費は欠かせない。そこで手を抜けば事故のリスクが高くなる。原発は
動かせば危険，止めても安全ではない，いずれにしても金がかかる不良債権（不良
資産）なのである。
　�　一方，「原発ゼロ」状態が続いている間に，自治体等による新電力の導入が進み，
再生可能エネルギーによる「ご当地発電所」も各地で始動し，消費者の電力会社離
れが始まっている。小規模分散型発電は災害時にも素早い対応・復旧が可能なので，
早急にネットワーク構築に取り組むことで，真に「地域と共生する電力会社」の実
現を目指すべきである。
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○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　今後，新興国を中心としたエネルギー需要の増加やそれに伴うエネルギー価格の
上昇が見込まれるとともに，地球温暖化問題への対応が必要となる中，エネルギー
資源に乏しい我が国では，安全確保を大前提に，原子力を活用していくべきと考え
ております。本年４月に閣議決定された国のエネルギー基本計画においても，原子
力は「重要なベースロード電源」と明記されております。
　�　当社においては，志賀原子力発電所の停止が長期化し，電力需給は大変厳しい状
況にあり，また燃料費の大幅な増加により収支状況が悪化しております。
　�　このような状況を踏まえると，供給安定性，経済性に優れ，発電時に CO２を排出
しない志賀原子力発電所は，徹底した安全強化を行った上で，今後も引き続き活用
していくことが不可欠であります。
　�　なお，再生可能エネルギーは着実に推進してまいりますが，現状では導入可能量
や経済性などの面で課題があり基幹電源と位置づけることは困難と考えております。�

第５号議案　定款一部変更の件（２）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第７章　志賀原子力発電所の廃炉本部の設置　
　　第４４条�　志賀原子力発電所は再稼働せず，より安全に廃炉にするため廃炉本部を

設置する。
　　（目的）
　　第４５条　廃炉本部は以下のことを目的とする。
　　　⑴�　すでに発生している使用済み核燃料を，大規模地震・津波などの自然災害

や想定外の電源喪失の際にも安全に保管する方法の研究・開発，およびその
実施。

　　　⑵�　環境への放射能汚染や作業員の被曝を最小限にする，より安全な廃炉方法
の研究・開発，およびその実施。

　　　⑶�　廃炉作業の過程で生じる膨大な放射性廃棄物を自社内で確実に管理する方
法の研究・開発，およびその実施。

　　　⑷　廃炉作業に携わる全作業員の生涯にわたる健康管理。
　　　⑸　その他，原子力発電所の廃炉にともなって生じる諸問題への対処。
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○提案理由
　�　福島原発事故で，原発の“安全神話”は完全に崩壊した。事故から３年以上になるが，
放射能の漏洩は止まらず，事故収束の目途はいまだに立たない。現場では高線量の
被曝が避けられず，熟練作業員の不足による事故が多発している。
　�　志賀原発は敷地の近傍に富来南岸断層，福浦断層などの活断層があり，さらに敷
地内にも原子炉建屋直下にも断層があり，「なぜ設置が許可されたのか」と問題視さ
れて再調査せざるを得ない事態になった。「活動性なし」と判定された断層で地震が
発生し被害が発生した実例がある以上，志賀原発は再稼働すべきではない。
　�　廃炉にするためには，廃炉費用の積立不足により特別損失を計上する必要がある
が，廃炉を先延ばしして再稼働を強行すれば，事故のリスクがある上に危険な使用
済核燃料が増えていく。大事故を起こしていない今のうちに廃炉にする方が，得策
である。

○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　今後，新興国を中心としたエネルギー需要の増加やそれに伴うエネルギー価格の
上昇が見込まれるとともに，地球温暖化問題への対応が必要となる中，エネルギー
資源に乏しい我が国では，安全確保を大前提に，原子力を活用していくべきと考え
ております。本年４月に閣議決定された国のエネルギー基本計画においても，原子
力は「重要なベースロード電源」と明記されております。
　�　当社においては，志賀原子力発電所の停止が長期化し，電力需給は大変厳しい状
況にあり，また燃料費の大幅な増加により収支状況が悪化しております。
　�　このような状況を踏まえると，供給安定性，経済性に優れ，発電時に CO２を排出
しない志賀原子力発電所は，引き続き活用していくことが不可欠であると考えてお
り，今後も，安全強化に徹底して取り組むとともに，敷地内シーム等に関する審査
や新規制基準適合性審査に的確に対応し，早期再稼働を目指してまいります。�
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第６号議案　定款一部変更の件（３）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第８章　再処理の禁止
　　第４６条　本会社は使用済み核燃料の再処理をしない。
○提案理由
　�　青森県六ヶ所村の使用済核燃料再処理施設は１９９３年に建設を開始したが，トラブ
ル続きで竣工のめどが立たないまま，老朽化が始まっている。当初計画で７６００億円
だった建設費は２兆２千億円に膨らみ，再処理施設を運営する日本原燃は２０１０年秋
以降，有価証券報告書の公表を止めており，会計処理が不透明になっている。再処
理は，通常の企業であれば当然見直されている事業であることが明らかである。　
　�　さらに再処理工場は通常運転時でも「原発１年間分の放射能を１日で出す」と言
われるほど膨大な量の放射能を扱う施設であるのに，近傍には長さ１００㎞級の大活断
層の存在が指摘されており，敷地直下にも活断層があるという非常に危険な場所に
立地している。
　�　当社としては再処理から撤退を決断し，日本原燃に対して債務保証，前受金，出
資などの資金拠出を打ち切るべきである。

○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　今後，新興国を中心としたエネルギー需要の増加やそれに伴うエネルギー価格の
上昇が見込まれるとともに，地球温暖化問題への対応が必要となる中，エネルギー
資源に乏しい我が国では，安全確保を大前提に，原子力を活用していくべきと考え
ております。
　�　原子力発電に伴い発生する使用済燃料の再処理は，ウラン資源の有効利用と高レ
ベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減につながり，エネルギー資源に乏しい我が
国にとって重要な取組みであると考えております。
　�　また，本年４月に閣議決定された国のエネルギー基本計画においても，原子力は「重
要なベースロード電源」と位置づけられるとともに，使用済燃料の処分に関する課
題を解決し，将来世代のリスクや負担を軽減するために「再処理やプルサーマル等
を推進する」ことが明記されており，当社は，国の基本方針に従い使用済燃料の再
処理を実施していくことが重要と考えております。�
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第７号議案　定款一部変更の件（４）

○議案内容
　　第２０条（員数）及び第３３条（員数）を以下のとおり変更する。
　　《現行定款》
　　　　第２０条　本会社に取締役１５名以内を置く。
　　　　第３３条　本会社に監査役５名以内を置く。
　　《定款変更案》
　　　　第２０条　本会社に取締役８名以内を置き，うち複数名は女性とする。
　　　　第３３条　本会社に監査役４名以内を置き，うち複数名は女性とする。
　　　　２　本会社の取締役を経験した者は，監査役には就任できない。
　　　（下線は変更部分，下波線は新設部分を示している。）
○提案理由
　�　現在の１１名の取締役はいまだに原発再稼働に固執している。しかし，このような
硬直化した経営陣では，電力の自由化が目前に迫り，発送電分離が議論され，地域
独占体制の根幹が揺らぎつつある現在の厳しい経営環境の変化に対応できない。い
ま必要なのは従業員の削減ではなく，取締役の削減である。監査役についても同様
である。
　�　さて，当社の取締役をはじめ執行役員や支配人のいずれにも女性が一人も登用さ
れていない。これは，女性の積極的な登用や社会的地位向上を進める社会の流れに，
明らかに逆行している。取締役や監査役から率先垂範して女性登用を図るべきである。
　�　また，取締役経験者が監査役に選任されているため，結局は身内同士の馴れ合い
の監査しか行えず，志賀原発で繰り返される事故トラブルやその他の不祥事を厳正
に監査しない状況が続いている。

○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　当社はこれまで，株主総会において取締役の員数枠削減を決議いただいており，
取締役会の審議の充実・活性化を図っております。
　�　現在，当社を取り巻く経営環境は，志賀原子力発電所の再稼働時期が依然見通せず，
電力の需給，事業の収支とも大変厳しい状況にあります。さらに，目前に迫る電力
システム改革に対しても，着実かつ適切に対応できるよう重点的に取り組む必要が
あります。



− 46 − − 47 −

　�　また，コーポレートガバナンス強化の観点から，取締役の職務の執行を監査する
監査役の重要性は一層増しております。
　�　以上のことから，取締役および監査役は相応の人数が必要であり，現在の員数枠
を変更する必要はないと考えております。
　�　あわせて，取締役および監査役について，各々に求められる経験や識見などを有
する候補者を株主総会にご提案させていただいております。�

第８号議案　定款一部変更の件（５）

○議案内容
　　以下の章を新設する。
　第９章　役員報酬等の個別開示
　　第４７条�　本会社の個々の取締役及び監査役，相談役，顧問等の報酬，賞与その他

の業務執行の対価として会社から受け取る財産上の利益は，遅滞なく公表
する。

○提案理由
　�　株主は取締役に会社の経営を委任しており，取締役の重い責任とその報酬が見合っ
ているか，個別に判断する必要がある。報酬額は明確な基準のもとに決定されてい
るはずで，取締役会には基準の根拠を説明し，その額が適当かどうかの判断材料を
株主に提示する責務がある。監査役についても，同様である。
　�　昨年度の定時株主総会招集ご通知には，取締役及び監査役に対する報酬等は「取
締役１４名（退任含む）３８６百万円，監査役６名（退任含む）７１百万円」と総額のみ記
載されており，個別の報酬額と職責の適否の判断は不可能である。
　�　これまでの隠ぺい体質を改めて積極的に情報公開に取り組む姿勢を示めすために
も，役員報酬は個別開示するべきであり，情報の開示は企業イメージの向上にもつ
ながる。
　�　また，相談役や顧問に対する報酬についても同様に個別開示するのは当然である。

○取締役会の意見

　　取締役会としては，次の理由により本議案に反対いたします。

　�　取締役および監査役の報酬限度額につきましては，それぞれ株主総会において決
議いただいており，その範囲内で取締役については取締役会で，監査役については
監査役の協議により，各人の報酬額を決定しております。



− 46 − − 47 −

　�　取締役賞与につきましては，各事業年度の業績等を勘案し，支給の都度，株主総
会で総額を決議いただき，取締役会で各人の賞与額を決定しております。
　�　取締役会としては，法令に基づき，経営に係るコストとして取締役および監査役
に支給される報酬等の総額を事業報告において開示しております。
　�　このような方法は，適法と認められており，一般的にも採用されております。
　�　また，相談役および顧問等は当社業務上必要に応じて委嘱しており，報酬等は委
嘱内容に応じて適正な金額を決定しております。
　�　なお，各人の報酬額についてはプライバシー保護の観点等から開示しておりませ
ん。

以　上　
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株主総会会場ご案内

会　場　　富山市牛島町１５番１号

　　　　　北電ビル　２階大ホール

○ＪＲ富山駅北口から徒歩で約１分です。
　（駅の南口からは，東側約３００メートル付近に，北電ビル前へ通じる地下道があります。）
○会場には駐車場がございませんので，公共交通機関等をご利用願います。
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